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 災害時連携計画の整備のため、定款、業務規程及び送配電等業務指針の一部について変更いたし
たいと存じます。

 変更のポイントは以下のとおりです。背景、変更内容等については、スライド２～４にて説明します。

1. 災害時連携計画の検討等に関する規定の変更（定款・業務規程、送配電等業務指針）

定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更の概要



2１ 災害時連携計画に関する規定の新設の背景

北海道胆振東部での地震や、昨年の台風１５号による災害を始めとして、近年増加している自然災
害に対応し、電力の復旧活動の円滑な実施が求められています。

これに対応し、国の「持続可能な電力システム構築小委員会中間とりまとめ」では、『各エリアを超えた
一般送配電事業者間の連携については国等の公的機関による関与を強化することでエリアを跨いだ
連携を促進する体制を構築すべきであり、電気事業の遂行に当たっての広域的運営を推進する電力
広域的運営推進機関を経由した上で、経済産業大臣への届出を求め、内容が不十分である場合に
は国が勧告を行うことができるような制度的な対応を行うこと』を方向性として示しています。

これを踏まえ、第201回国会で成立した電気事業法の一部改正法において、一般送配電事業者が
「災害時連携計画」を作成し、広域機関を経由して経済産業大臣に届け出することが規定されていま
す。また、災害時連携計画に定める事項について規定するとともに、一部は省令に規定することとして
います。
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広域機関

１ 災害時連携計画に関する規定の新設の内容

災害時連携計画の検討等

・ 一般送配電事業者は、災害時連携計画を策定し、広域機関に提出する旨規定

・ 広域機関は、一般送配電事業者より提出された災害時連携計画について検討を行い、

意見があるときは意見を付して、経済産業大臣に災害時連携計画を送付する旨規定

【定款第３６条】＜変更＞

【業務規程第６条】＜変更＞

【業務規程第１７６条の２～第１７６条の６】＜新設＞

【送配電等業務指針第２６７条の２～第２６７条の５】＜新設＞

一般送配電事業者
災害時連携計画

策定

考慮事項
公表

災害時連携計画
検討

経済産業大臣へ提出
（意見があるときは意見を付して）

（提出）

※ 変更の場合も同様
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（参考）「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する

法律案」（令和2年2月25日閣議決定）電気事業法の一部改正案 ～抜粋～

（災害時連携計画）
第三十三条の二 一般送配電事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故

により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画（以下
この条において「災害時連携計画」という。）を作成し、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。

２ 災害時連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 一般送配電事業者相互の連絡に関する事項
二 一般送配電事業者による従業者及び電源車の派遣及び運用に関する事項
三 迅速な復旧に資する電気工作物の仕様の共通化に関する事項
四 その他経済産業省令で定める事項

３ 推進機関は、第一項の規定により一般送配電事業者から災害時連携計画を受け取つたときは、送配電等業務指針
及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、速やかに、
経済産業大臣に送付しなければならない。

４ 経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の
各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に
係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。
一 災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域における電気の供給に支障が生じ、又は生ずるおそれが
ある場合においてその供給区域における電気の安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。

二 その届出をした一般送配電事業者のうち特定の者について不当に差別的でないこと。
三 電気の使用者の利益又は一般送配電事業者から電気の供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。

５ 経済産業大臣は、一般送配電事業者が、正当な理由がなく、第一項の規定による届出に係る災害時連携計画を実
施していないため、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般送配電事
業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。


